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は
合
致
し
な
い
が
、
国
連
が
公
表
し
て

い
る
出
身
国
・
到
達
国
別
移
住
者
数
の

推
計
デ
ー
タ
か
ら
、
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
域
内

外
の
流
出
入
の
傾
向
を
概
観
で
き
る
。

Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
各
国
か
ら
移
住
す
る
者
の

う
ち
到
達
国
が
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
域
内
で
あ

る
割
合
は
一
九
九
○
年
で
は
二
○
・
一

％
、
二
○
一
三
年
で
は
三
四
・
二
％
で

あ
る
。
一
方
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
各
国
へ
移
住

し
て
く
る
者
の
う
ち
出
身
国
が
Ａ
Ｓ
Ｅ

Ａ
Ｎ
域
内
で
あ
る
割
合
は
、
一
九
九
○

年
で
は
、
四
七
・
八
％
、
二
○
一
三
年

に
は
六
八
・
八
％
に
推
移
し
て
い
る
。

域
内
に
お
け
る
人
の
移
動
が
二
十
数
年

間
に
わ
た
り
確
実
に
増
加
し
て
い
る
こ

と
が
観
察
さ
れ
る
。（
図
１
―
１
、
１

―
２
）。

　

Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
に
お
け
る
労
働
移
動
は
、

一
人
あ
た
り
Ｇ
Ｄ
Ｐ
の
低
い
国
か
ら
高

い
国
へ
移
動
し
て
お
り
、
大
き
な
動
き

は
二
つ
あ
る
。
ひ
と
つ
は
シ
ン
ガ
ポ
ー

ル
と
マ
レ
ー
シ
ア
へ
の
イ
ン
ド
ネ
シ
ア

　

Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
は
、
二
○
一
五
年
を
目

途
と
し
て
単
一
市
場
・
生
産
拠
点
を
め

ざ
す
な
か
、
そ
の
生
産
を
支
え
る
労
働

市
場
の
あ
り
方
が
問
わ
れ
て
い
る
。
現

在
の
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
経
済
共
同
体
（
Ａ
Ｅ

Ｃ
）
の
枠
組
み
に
お
い
て
は
、
一
部
の

専
門
職
を
除
い
て
、
域
内
に
お
け
る
労

働
者
の
移
動
は
議
論
さ
れ
て
お
ら
ず
、

加
盟
国
間
の
労
働
者
の
移
動
に
関
し
て

Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
と
し
て
共
通
の
制
度
を
有

し
て
い
な
い
。
本
稿
で
は
、
Ａ
Ｅ
Ｃ
の

対
象
に
入
っ
て
い
な
い
が
、
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ

Ｎ
経
済
に
お
い
て
大
き
な
労
働
力
を
占

め
て
い
る
低
熟
練
や
非
熟
練
移
民
労
働

者
に
焦
点
を
あ
て
、
そ
の
動
向
や
政
策

課
題
を
論
じ
る
。

●
増
加
す
る
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
域
内
移
動

　

域
内
の
経
済
的
相
互
依
存
が
高
ま
る

Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
は
、
労
働
力
に
お
い
て
も

相
互
依
存
が
高
ま
っ
て
い
る
。
本
稿
が

対
象
と
す
る
移
民
労
働
者
と
は
厳
密
に

や
そ
の
他
の
国
々
か
ら
の
流
れ
、
二
つ

め
は
タ
イ
へ
の
ミ
ャ
ン
マ
ー
、
ラ
オ
ス
、

カ
ン
ボ
ジ
ア
か
ら
の
流
れ
で
あ
る
。
シ

ン
ガ
ポ
ー
ル
に
は
二
○
一
三
年
現
在
、

一
三
二
万
人
の
外
国
人
労
働
者
が
い
る
。

同
政
府
は
出
身
国
別
の
人
数
を
公
表
し

て
い
な
い
が
、
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
域
内
の
送

出
国
の
デ
ー
タ
か
ら
、
多
く
の
マ
レ
ー

シ
ア
人
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
人
、
ミ
ャ
ン

マ
ー
人
が
い
る
と
推
察
さ
れ
る
。
マ
レ

ー
シ
ア
に
は
、
同
年
現
在
二
一
二
万
人

の
外
国
人
労
働
者
が
お
り
、
そ
の
四
四

％
の
約
九
四
万
人
が
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
人

で
、
他
に
ミ
ャ
ン
マ
ー
人
が
一
七
万
人

い
る
。
タ
イ
で
は
二
○
一
四
年
現
在
、

隣
国
三
国
か
ら
ミ
ャ
ン
マ
ー
人
約
一
七

○
万
人
、
ラ
オ
ス
人
二
七
万
人
、
カ
ン

ボ
ジ
ア
人
八
○
万
人
の
労
働
者
が
い
る
。

●
Ａ
Ｅ
Ｃ
は
「
高
度
人
材
」
の
移
動

　

二
○
○
七
年
に
採
択
さ
れ
た
Ａ
Ｅ
Ｃ

ブ
ル
ー
プ
リ
ン
ト
に
は
、
熟
練
労
働
者

の
自
由
な
移
動
に
つ
い
て
明
記
さ
れ
て

い
る
。
サ
ー
ビ
ス
に
関
す
る
枠
組
み
合

意
で
あ
る
Ａ
Ｆ
Ａ
Ｓ
（A

SEA
N

 
Fram

ew
ork A

greem
ent on Ser-

vices

）
第
五
条
に
基
づ
き
、
エ
ン
ジ

図１－１　ASEAN各国から移住する者のうち到達国が
ASEAN域内である割合　　　　

図１－２　ASEAN各国への移住してくる者のうち出身国
が ASEAN域内である割合　　　　
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in�International�Migrant�Stock:�Migrants�by�Destination�and�Origin�（United�
Nations�database,�POP/DB/MIG/Stock/Rev.2013）の1990年および2013年版
より作成。

◆特　集◆

ASEAN経済共同体
（AEC）創設とその実態

　

Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
に
お
け
る
労
働
者
の
移
動

―
二
○
一
五
年
に
受
入
国
と
送
出
国
は
合
意
で
き
る
の
か
―

山
田 

美
和
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ニ
ア
、
看
護
師
、
建
築
士
、
測
量
士
、
医

師
、
歯
科
医
師
、
会
計
士
、
旅
行
業
専
門

職
の
八
職
種
に
つ
い
て
相
互
承
認
協
定

（M
utual Recognition A

rrangem
ent

：

Ｍ
Ｒ
Ａ
）
が
締
結
さ
れ
た
。
二
○
一
○

年
一
〇
月
に
採
択
さ
れ
た
Ｍ
Ｐ
Ａ
Ｃ

（M
aster Plan on A

SE
A

N
 C

on-
nectivity

）
で
は
、
物
理
的
接
続
性
、

制
度
的
接
続
性
、
そ
し
て
人
と
人
の
接

続
性
と
し
て
、
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
域
内
の

「
人
の
移
動
性
」
を
強
化
す
る
こ
と
が

明
記
さ
れ
た
。
二
○
一
二
年
一
一
月
に

は
、
加
盟
国
間
の
財
・
サ
ー
ビ
ス
の
貿

易
、
投
資
に
従
事
す
る
自
然
人
の
移
動

の
円
滑
化
を
目
的
と
す
る
、
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ

Ｎ
自
然
人
移
動
協
定
（A

SEA
N

 
A

greem
ent on the M

ovem
ent of 

N
atural Persons

）
が
署
名
さ
れ
、

そ
の
協
定
の
範
囲
と
し
て
商
用
訪
問
者
、

企
業
内
転
勤
者
、
契
約
で
合
意
し
た
サ

ー
ビ
ス
提
供
者
が
リ
ス
ト
さ
れ
て
い
る
。

協
定
に
は
、
加
盟
国
の
国
境
の
完
全
性
、

加
盟
国
国
内
の
労
働
力
の
保
護
が
明
記

さ
れ
て
い
る
。
Ａ
Ｅ
Ｃ
が
自
由
化
を
め

ざ
す
「
人
の
移
動
」
と
は
、
専
門
職
、

貿
易
・
投
資
従
事
者
お
よ
び
旅
行
者
に

限
定
す
る
人
の
移
動
で
あ
る
。

●
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
に
お
け
る
労
働
者

受
入
国
VS
送
出
国
の
構
図

　

そ
の
一
方
で
、
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
経
済
に

お
い
て
大
き
な
労
働
力
で
あ
る
い
わ
ゆ

る
低
熟
練
や
非
熟
練
労
働
者
の
移
動
は

Ａ
Ｅ
Ｃ
の
ア
ジ
ェ
ン
ダ
に
は
な
い
。
Ａ

Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
に
お
い
て
は
、
こ
れ
ら
労
働

者
の
移
動
は
顕
著
で
、
域
内
各
国
の
政

治
、
経
済
、
社
会
に
影
響
し
て
い
る
が
、

ど
の
よ
う
な
労
働
者
を
ど
の
よ
う
に
受

け
入
れ
、
処
遇
す
る
か
に
つ
い
て
は
、

個
々
の
受
入
国
に
よ
る
。
ま
た
自
国
民

労
働
者
を
ど
の
よ
う
に
送
り
出
し
、
そ

の
権
利
を
保
護
す
る
か
は
、
送
出
国
の

政
策
が
個
別
に
あ
る
。

　

送
出
国
と
受
入
国
を
結
び
つ
け
る
の

は
、
二
国
間
の
協
定
や
覚
書
で
あ
り
、

Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
域
内
で
複
数
の
二
国
間
関

係
が
交
錯
す
る
。
二
国
間
覚
書
は
、
労

働
者
の
流
出
入
に
対
す
る
各
国
政
府
の

制
限
お
よ
び
管
理
を
目
的
と
す
る
。
受

入
国
は
、
移
民
労
働
者
を
景
気
変
動
に

左
右
さ
れ
る
労
働
市
場
の
緩
衝
と
し
て

位
置
づ
け
て
い
る
。
し
か
し
実
態
は
、

移
民
労
働
者
へ
の
依
存
が
恒
常
化
し
て

い
る
。
正
規
手
続
き
に
よ
ら
な
い
、
い

わ
ゆ
る
不
法
労
働
者
も
数
多
く
存
在
す

る
。
移
民
労
働
者
の
法
的
地
位
は
不
安

定
で
あ
る
場
合
が
多
く
、
受
入
国
で
あ

る
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
、
マ
レ
ー
シ
ア
や
タ

イ
に
お
い
て
移
民
労
働
者
に
対
す
る
不

当
な
扱
い
や
虐
待
の
問
題
は
絶
え
な
い
。

　

自
国
か
ら
送
り
出
す
労
働
者
の
人
権

保
障
と
労
働
環
境
の
改
善
を
求
め
る
送

出
国
と
、
自
国
の
社
会
経
済
へ
の
悪
影

響
を
懸
念
し
、
景
気
の
調
整
弁
と
し
て

移
民
労
働
者
を
管
理
し
た
い
受
入
国
の

利
害
は
対
立
す
る
。
受
入
国
で
あ
る
シ

ン
ガ
ポ
ー
ル
、
マ
レ
ー
シ
ア
と
送
出
国

で
あ
る
フ
ィ
リ
ピ
ン
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア

の
対
立
は
顕
著
で
あ
る
。
二
○
○
三
年

に
「
移
民
労
働
者
に
関
す
る
覚
書
」
を

結
ん
だ
フ
ィ
リ
ピ
ン
と
イ
ン
ド
ネ
シ
ア

は
、
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
に
お
け
る
移
民
労
働

者
の
権
利
保
護
の
た
め
の
枠
組
み
の
構

築
を
牽
引
し
、
二
○
○
七
年
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ

Ｎ
宣
言
の
成
立
に
至
っ
た
。

●
移
民
労
働
者
の
権
利
の
保
護
と
促

進
に
関
す
る
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
宣
言

　

二
○
○
七
年
第
一
二
回
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ

サ
ミ
ッ
ト
で
合
意
さ
れ
た
、「
移
民
労

働
者
の
権
利
の
保
護
と
促
進
に
関
す
る

Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
宣
言
」
は
、
受
入
国
と
送

出
国
双
方
の
共
通
の
基
盤
で
あ
る
と
同

時
に
妥
協
の
産
物
で
も
あ
る
。
同
宣
言

は
協
調
レ
ベ
ル
の
宣
言
で
あ
り
、
各
国

の
法
的
義
務
は
な
い
。
同
宣
言
で
は
、

非
正
規
（irregular

＝
入
国
や
就
労

の
正
式
な
許
可
や
文
書
を
持
た
な
い
）

移
民
労
働
者
は
対
象
に
な
ら
な
い
。
同

宣
言
は
非
正
規
の
移
民
労
働
者
を
正
規

化
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な

い
と
の
但
し
書
か
ら
、
受
入
国
の
慎
重

な
姿
勢
が
う
か
が
え
る
。
ま
た
、
同
宣

言
に
は
移
民
労
働
者
の
救
済
や
司
法
へ

の
ア
ク
セ
ス
を
促
進
す
る
と
あ
る
が
、

そ
れ
は
当
該
労
働
者
が
受
入
国
の
法
律

や
規
則
を
遵
守
し
て
い
る
こ
と
が
条
件

と
な
っ
て
お
り
、
非
正
規
移
民
労
働
者

は
除
外
さ
れ
て
い
る
。
採
択
以
来
、
同

宣
言
を
い
か
に
実
行
す
る
か
が
Ａ
Ｓ
Ｅ

Ａ
Ｎ
の
積
年
の
懸
案
と
な
っ
て
い
る
。

　

同
年
七
月
に
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
移
民
労
働

者
委
員
会（A

SEA
N

 Com
m

ittee on 
M

igrant W
orkers

）
が
設
置
さ
れ
た
。

そ
の
目
的
は
、
①
同
宣
言
に
明
示
さ
れ

た
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
を
確
実
に
す
る
こ

と
、
②
移
民
労
働
者
の
権
利
の
保
護
と

促
進
に
関
す
る
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
文
書
を
作

成
す
る
こ
と
で
あ
る
。
最
初
の
会
合
が

二
○
○
八
年
九
月
に
開
催
さ
れ
た
。

　

二
○
○
九
年
三
月
、
第
一
四
回
Ａ
Ｓ

Ｅ
Ａ
Ｎ
サ
ミ
ッ
ト
に
お
い
て
、
人
々
が

中
心
と
な
る
（people-centred

）、
包

摂
的
で
調
和
の
あ
る
社
会
を
め
ざ
す
、

Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
社
会
文
化
共
同
体
ブ
ル
ー

プ
リ
ン
ト
が
採
択
さ
れ
、
そ
の
な
か
で
、

移
民
労
働
者
の
権
利
の
保
護
と
促
進
と

い
う
項
目
が
挙
げ
ら
れ
た
。
公
正
で
包

括
的
な
移
民
政
策
お
よ
び
す
べ
て
の
移

民
労
働
者
の
適
切
な
保
護
を
確
保
す
る

こ
と
、
そ
し
て
同
宣
言
を
実
行
す
る
こ

と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
「
当
該

ブ
ル
ー
プ
リ
ン
ト
の
記
載
事
項
は
同
宣

言
の
一
般
原
則
に
何
ら
矛
盾
す
る
も
の
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で
は
な
い
」
と
わ
ざ
わ
ざ
注
記
が
添
え

ら
れ
て
お
り
、
受
入
国
が
慎
重
な
態
度

を
固
持
し
て
い
る
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
労
働
担
当
高
級
事
務
レ
ベ

ル
会
合
（Senior Labour O

ffi
cials 

M
eeting

：
Ｓ
Ｌ
Ｏ
Ｍ
）
の
下
で
移
民

労
働
者
委
員
会
を
運
営
し
、
同
宣
言
を

実
行
し
、
移
民
労
働
者
の
権
利
と
保
護

の
促
進
に
関
す
る
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
文
書
の

作
成
を
め
ざ
し
て
協
働
す
る
こ
と
が
明

記
さ
れ
た
。

　

同
委
員
会
の
も
と
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
文
書

草
案
チ
ー
ム
が
、
受
入
国
側
と
し
て
シ

ン
ガ
ポ
ー
ル
と
マ
レ
ー
シ
ア
、
送
出
国

側
と
し
て
フ
ィ
リ
ピ
ン
と
イ
ン
ド
ネ
シ

ア
の
代
表
か
ら
構
成
さ
れ
、
二
○
○
九

年
四
月
に
最
初
の
会
議
が
行
わ
れ
た
。

同
年
一
〇
月
第
三
回
会
議
で
は
、
受
入

国
と
送
出
国
間
で
、
文
書
に
法
的
拘
束

性
を
も
た
せ
る
か
、
非
正
規
移
民
を
含

め
る
か
、
移
民
労
働
者
の
家
族
を
含
め

る
か
、
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
加
盟
国
で
な
い
国

か
ら
の
移
民
労
働
者
を
含
め
る
か
で
対

立
し
、
草
案
作
業
は
暗
礁
に
乗
り
上
げ

た
。
そ
の
た
め
翌
年
に
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
加

盟
国
す
べ
て
の
メ
ン
バ
ー
を
入
れ
、
作

業
を
再
開
さ
せ
、
二
○
一
二
年
に
は
草

案（Zero-D
raft

）が
完
成
し
、
条
文
ご

と
に
加
盟
国
の
合
意
を
と
る
べ
く
交
渉

が
重
ね
ら
れ
て
い
る
。
二
○
一
四
年
ミ

ャ
ン
マ
ー
労
働
大
臣
は
議
長
任
期
中
に
、

法
的
拘
束
力
を
も
た
せ
る
か
、
非
正
規

移
民
を
含
む
か
と
い
う
二
つ
の
規
定
に

つ
い
て
合
意
を
と
り
つ
け
る
意
欲
を
示

し
て
い
た
が
そ
れ
は
な
ら
ず
、
争
点
は

マ
レ
ー
シ
ア
労
働
大
臣
が
議
長
と
な
る

二
○
一
五
年
に
持
ち
越
さ
れ
て
い
る
。

●
ミ
ャ
ン
マ
ー
か
ら
タ
イ
へ
の
労

働
移
動

　

Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
に
お
け
る
労
働
移
動
の

大
き
な
流
れ
で
あ
る
ミ
ャ
ン
マ
ー
か
ら

タ
イ
へ
の
流
れ
に
着
目
し
よ
う
。
二
○

一
一
年
三
月
に
ミ
ャ
ン
マ
ー
が
「
民

政
」
移
管
を
し
、
テ
イ
ン
セ
イ
ン
政
権

が
発
足
し
た
当
時
、
タ
イ
経
済
界
の
最

大
の
関
心
は
ミ
ャ
ン
マ
ー
人
労
働
者
の

動
向
で
あ
っ
た
。
農
業
、
漁
業
、
食
品

加
工
業
、
製
造
業
、
建
設
業
、
家
事
労

働
な
ど
の
労
働
集
約
産
業
に
お
け
る
隣

国
三
国
か
ら
の
労
働
者
数
は
、
当
時
の

公
式
の
数
字
で
一
八
○
万
人
を
超
え
、

そ
の
六
割
を
ミ
ャ
ン
マ
ー
人
が
占
め
て

い
た
。
水
産
加
工
業
で
は
ミ
ャ
ン
マ
ー

人
の
割
合
は
九
○
％
を
超
え
る
。
政
治

経
済
改
革
に
よ
っ
て
ミ
ャ
ン
マ
ー
が
安

定
し
雇
用
機
会
が
増
え
れ
ば
、
ミ
ャ
ン

マ
ー
人
労
働
者
は
本
国
に
戻
り
、
タ
イ

で
働
く
労
働
者
が
不
足
す
る
の
で
は
と

憂
慮
さ
れ
た
の
だ
。

　

一
方
ミ
ャ
ン
マ
ー
政
府
に
と
っ
て
、

タ
イ
で
働
く
自
国
民
は
海
外
送
金
の
重

要
な
送
り
手
で
あ
る
と

認
識
さ
れ
始
め
、
二
○

一
二
年
二
月
に
は
在
バ

ン
コ
ク
ミ
ャ
ン
マ
ー
大

使
館
に
労
働
ア
タ
ッ
シ

ェ
が
新
設
さ
れ
た
。
タ

イ
向
け
労
働
者
送
り
出

し
業
者
へ
の
ラ
イ
セ
ン

ス
付
与
が
開
始
さ
れ
、

雨
後
の
筍
の
よ
う
に
業

者
が
増
え
た
。
自
宅
軟

禁
か
ら
解
か
れ
国
会
議

員
と
な
っ
た
ア
ウ
ン
サ

ン
ス
ー
チ
ー
の
初
の
外

遊
は
二
○
一
二
年
五
月
タ
イ
へ
の
訪
問

で
あ
り
、
ミ
ャ
ン
マ
ー
人
労
働
者
の
多

さ
で
リ
ト
ル
ヤ
ン
ゴ
ン
と
呼
ば
れ
る
水

産
加
工
の
集
積
地
マ
ハ
ー
チ
ャ
イ
を
訪

れ
た
。
在
外
ミ
ャ
ン
マ
ー
人
労
働
者
が

ミ
ャ
ン
マ
ー
に
と
っ
て
政
策
の
ア
ジ
ェ

ン
ダ
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　

は
た
し
て
タ
イ
の
ミ
ャ
ン
マ
ー
人
労

働
者
は
ミ
ャ
ン
マ
ー
に
帰
っ
て
い
る
の

か
？
―
―
在
タ
イ
ミ
ャ
ン
マ
ー
人
労
働

者
は
減
少
ど
こ
ろ
か
増
加
し
て
い
る
。

二
○
一
○
年
に
は
八
○
万
人
強
だ
っ
た

ミ
ャ
ン
マ
ー
人
労
働
者
は
、
二
○
一
二

年
に
は
一
四
○
万
人
を
超
え
、
二
○
一

四
年
に
は
約
一
七
○
万
人
が
公
式
に
把

握
さ
れ
て
い
る
（
図
２
）。
増
加
の
第

一
の
理
由
は
、
数
の
顕
在
化
で
あ
る
。

隠
れ
て
い
た
労
働
者
が
、
タ
イ
政
府
が

行
う
不
法
就
労
者
へ
の
合
法
化
手
続
き

に
よ
っ
て
顕
在
化
し
て
き
た
。
本
来
で

あ
れ
ば
二
国
間
覚
書
で
定
め
た
正
式
な

手
続
き
で
就
労
・
雇
用
す
べ
き
と
こ
ろ
、

手
続
き
の
時
間
と
コ
ス
ト
を
避
け
よ
う

と
す
る
労
働
者
、
雇
用
者
が
絶
え
な
い
。

不
法
労
働
者
に
対
し
て
繰
り
返
さ
れ
る

合
法
化
手
続
き
の
期
限
の
延
長
や
再
開

が
、
覚
書
を
迂
回
さ
せ
る
要
因
で
も
あ

る
。
第
二
に
ブ
ロ
ー
カ
ー
の
ネ
ッ
ト
ワ

ー
ク
の
存
在
で
あ
る
。
ブ
ロ
ー
カ
ー
に

と
っ
て
送
り
出
す
労
働
者
一
人
あ
た
り

か
ら
取
れ
る
手
数
料
は
、
シ
ン
ガ
ポ
ー

ル
や
マ
レ
ー
シ
ア
へ
の
送
り
出
し
に
比

べ
少
な
い
が
、
タ
イ
へ
の
送
り
出
し
は

数
で
稼
げ
る
と
い
う
。
労
働
者
を
短
期

図２　タイにおけるミャンマー人労働者数の推移

（出所）　タイ労働省雇用局資料より筆者作成。
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間
で
集
め
ら
れ
る
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
が
あ

る
た
め
、
雇
う
側
も
ミ
ャ
ン
マ
ー
人
の

雇
用
を
選
好
す
る
。
第
三
に
な
に
よ
り

も
労
働
者
に
と
っ
て
は
、
タ
イ
の
高
い

賃
金
が
誘
引
で
あ
る
。
タ
イ
で
は
二
○

一
三
年
一
月
に
法
定
最
低
賃
金
が
日
賃

三
○
○
バ
ー
ツ
（
約
九
九
五
円
）
と
な

り
、
こ
の
金
額
は
外
国
人
労
働
者
に
も

適
用
さ
れ
る
。
Ｉ
Ｌ
Ｏ
の
調
査
に
よ
る

と
、
ミ
ャ
ン
マ
ー
人
が
国
外
で
働
く
動

機
は
出
身
地
に
よ
り
異
な
る
が
、
い
ず

れ
に
お
い
て
も
高
い
収
入
を
求
め
て
い

る
比
率
が
高
い
。
タ
イ
に
行
こ
う
と
す

る
労
働
者
は
月
収
二
○
万
か
ら
三
○
万

チ
ャ
ッ
ト
を
期
待
し
て
い
る
。
ミ
ャ
ン

マ
ー
で
は
二
○
一
三
年
に
最
低
賃
金
法

を
制
定
し
な
が
ら
も
、
具
体
的
な
金
額

の
設
定
に
二

年
も
か
か
り
、

こ
の
九
月
に

公
表
さ
れ
た

最
低
賃
金
は

日
賃
三
六
○

○
チ
ャ
ッ
ト

（
二
・
八
ド

ル
＝
約
三
三

○
円
）。
タ

イ
と
の
賃
金

格
差
は
依
然

大
き
い
。

　

筆
者
が
昨

年
訪
れ
た
ヤ
ン
ゴ
ン
郊
外
に
あ
る
ミ
ャ

ン
マ
ー
労
働
省
の
施
設
で
は
、
覚
書
に

則
っ
て
タ
イ
へ
送
り
出
す
労
働
者
を
集

め
、
労
働
省
担
当
官
が
タ
イ
の
労
働
基

準
に
つ
い
て
説
明
し
て
い
た
。
最
低
賃

金
、
Ｏ
Ｔ
（
残
業
手
当
）、
休
暇
を
復

唱
さ
せ
る
。
担
当
官
立
会
い
の
も
と
、

タ
イ
か
ら
や
っ
て
き
た
雇
用
主
と
ミ
ャ

ン
マ
ー
人
労
働
者
の
間
で
雇
用
契
約
が

一
通
ず
つ
署
名
さ
れ
る
。
そ
の
作
業
を

補
助
す
る
の
は
ブ
ロ
ー
カ
ー
で
あ
る
。

パ
ト
ゥ
ン
タ
ー
ニ
ー
で
鶏
肉
加
工
工
場

を
営
む
と
い
う
タ
イ
人
雇
用
主
は
、

「
二
〇
年
以
上
ミ
ャ
ン
マ
ー
人
を
雇
っ

て
い
る
。
こ
ち
ら
も
ビ
ル
マ
語
が
で
き

な
い
と
ね
」
と
い
う
。
署
名
後
、
自
分

が
乗
っ
て
き
た
ピ
ッ
ク
ア
ッ
プ
ト
ラ
ッ

ク
に
ミ
ャ
ン
マ
ー
人
労
働
者
を
乗
せ
て

走
り
去
っ
て
い
っ
た
。
ミ
ャ
ン
マ
ー
人

労
働
者
の
送
り
出
し
と
受
け
入
れ
を
ミ

ャ
ン
マ
ー
政
府
、
タ
イ
政
府
が
ど
の
よ

う
に
制
度
化
し
よ
う
と
も
、
そ
の
制
度

を
利
用
し
、
逆
手
に
と
り
、
と
き
に
は

迂
回
し
て
、
現
実
の
労
働
移
動
は
進
行

し
て
い
る
。

●
今
後
の
展
望
と
課
題
―
Ａ
Ｓ
Ｅ

Ａ
Ｎ
は
受
入
国
と
送
出
国
の
対

立
を
乗
り
越
え
ら
れ
る
の
か

　

二
○
一
五
年
四
月
に
ク
ア
ラ
ル
ン
プ

ー
ル
で
行
わ
れ
た
第
二
六
回
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ

Ｎ
サ
ミ
ッ
ト
議
長
声
明
の
第
四
六
段
落

は
「
我
々
は
移
民
労
働
者
の
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ

Ｎ
社
会
お
よ
び
経
済
へ
の
貢
献
を
認
識

し
、
安
全
で
繁
栄
す
る
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
共

同
体
の
創
設
の
重
要
性
を
再
び
強
調
す

る
。
我
々
は
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
の
人
々
の
生

活
の
質
を
向
上
さ
せ
、
移
民
労
働
者
の

権
利
を
含
む
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
の
人
々
の
人

権
と
基
本
的
自
由
を
保
護
す
る
必
要
を

強
調
す
る
。
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
各
国
の
労
働

大
臣
に
対
し
、
移
民
労
働
者
の
権
利
の

保
護
と
促
進
に
関
す
る
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
文

書
の
完
成
に
向
け
て
努
力
を
続
け
る
こ

と
を
課
し
た
」
と
あ
る
。

　

翌
月
に
マ
ニ
ラ
で
行
わ
れ
た
第
一
一

回
Ｓ
Ｌ
Ｏ
Ｍ
で
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
政
府
は

こ
の
議
長
声
明
を
引
用
し
、
加
盟
国
と

く
に
受
入
国
政
府
に
対
し
て
、
移
民
労

働
者
、
自
ら
の
過
誤
に
よ
ら
ず
不
法
移

民
で
あ
る
者
、
搾
取
や
虐
待
の
被
害
者

を
保
護
す
る
よ
う
強
く
勧
告
し
た
。
六

月
の
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
労
働
大
臣
会
合
に
お

い
て
は
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
政
府
は
、
加

盟
各
国
と
く
に
マ
レ
ー
シ
ア
、
シ
ン
ガ

ポ
ー
ル
に
対
し
て
域
内
の
移
民
労
働
者

の
保
護
に
関
す
る
地
域
協
力
を
強
化
す

る
よ
う
呼
び
か
け
た
。
議
長
国
マ
レ
ー

シ
ア
の
責
任
は
大
き
い
。

　

魅
力
的
な
単
一
市
場
・
生
産
拠
点
で

あ
る
た
め
に
は
、
良
質
な
労
働
力
の
確

保
が
で
き
る
、
健
全
な
労
働
市
場
で
あ

る
必
要
が
あ
る
。
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
の
労
働

市
場
の
あ
り
方
は
、
移
民
労
働
者
の
権

利
の
保
護
と
促
進
に
つ
い
て
い
か
な
る

地
域
協
定
が
合
意
で
き
る
か
に
左
右
さ

れ
る
。
二
○
一
五
年
以
降
Ａ
Ｅ
Ｃ
が
、

そ
の
効
果
を
存
分
に
発
揮
で
き
る
か
否

か
は
、
Ａ
Ｅ
Ｃ
の
ブ
ル
ー
プ
リ
ン
ト
の

達
成
の
み
な
ら
ず
、
人
々
を
中
心
と
す

る
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
社
会
文
化
共
同
体
ブ
ル

ー
プ
リ
ン
ト
の
実
行
に
か
か
っ
て
い
る

と
い
え
よ
う
。

（
や
ま
だ　

み
わ
／
ア
ジ
ア
経
済
研
究

所　

法
・
制
度
研
究
グ
ル
ー
プ
）

《
参
考
文
献
》

① 

山
田
美
和
編
『
東
ア
ジ
ア
に
お
け
る

移
民
労
働
者
の
法
制
度
―
―
送
出
国

と
受
入
国
の
共
通
基
盤
の
構
築
に
向

け
て
』
ア
ジ
ア
経
済
研
究
所
、
二
〇

一
四
年
。

② 

山
田
美
和
「
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
域
内
の
労

働
者
移
動
の
現
状
―
―
高
ま
る
労
働

力
の
相
互
依
存
」（
浦
田
秀
次
郎
・

牛
山
隆
一
・
可
部
繁
三
郎
編
『
Ａ
Ｓ

Ｅ
Ａ
Ｎ
経
済
統
合
の
実
態
』
文
眞
堂
、

二
〇
一
五
年
）。

③ ILO
 Regional O

ffice for A
sia 

and the Pacific 

“Safe M
igration 

K
now

ledge, A
ttitude and Prac-

tices in M
yanm

ar,

” 2015.

ミャンマー人労働者の前で雇用契約書に署名するタイ人雇用主（右）と
立ち会うミャンマー労働省担当官（手前）（筆者撮影）


